
 

新型コロナウイルスに関する豪州政府の追加措置 

（豪首相府メディア・ステートメント）（3月 22日夜） 

 

3月 22日夜，モリソン首相は記者会見を行い，新型コロナウイルス対策に関する追加措

置を発表しました。同追加措置に関する首相府メディア・ステートメントの概要は以下の

とおりです。なお，本概要は当館が便宜的に作成したものであり，番号・見出しも便宜的

に付したものですので，正確な内容は原文（https://www.pm.gov.au/media/update-

coronavirus-measures-220320）をご参照下さい。 

 

１ 全般 

（１）我々は，最低でも 6ヵ月間コロナウイルスに耐えて生活していくことになる。この

ため，コロナウイルスの拡大を抑制するための社会的距離をとる措置は，豪州人の命を守

り，豪州を引き続き機能させ，雇用を維持するため，少なくともその期間は持続的でなけ

ればならない。 

（２）3月 22日，連邦首相と州首相，準州・地域首席大臣は国家内閣（National 

Cabinet）を開催し，既に実施されている社会的距離をとる措置を支え，豪州のコミュニ

ティをコロナウイルスの拡大から守るための追加の措置に合意した。 

（３）首相等は，社会的距離をとる措置を遵守する市民に感謝する一方で，同措置を無視

し，高齢で疾病に対して脆弱な豪州人の命をリスクにさらしている一部の人々に失望を示

した。コロナウイルスの拡大を抑えるためには，全ての者が州法に従い，適切に社会的距

離をとらなければならない。 

 

２ 社会的な集会（social gatherings）の場所 

（１）国家内閣は，社会的な集会に関し，より広範な規制措置をとることに合意した。州

首相・首席大臣は，州法を通じて，社会的な集会に係る新たなステージ１の規制措置を実

施することに合意した。この規制は毎月見直される。これらの措置は，最低６ヵ月継続す

る見込みである。 

（２）次の施設は，3月 23日 12時（現地時間）から，開店が規制される。 

 パブ，酒類販売資格のあるクラブ（会場に併設される酒店を除く），ホテル（宿泊

施設を除く） 

 ジム，屋内スポーツ施設 

 映画館，娯楽施設，カジノ，ナイトクラブ 

 レストラン及びカフェは，テイクアウト又は宅配に限定 

 宗教の集会，礼拝又は葬儀施設（囲まれたスペース。非常に小さなグループや４平

方メートルに１人のルールが適用される場所を除く。） 

孤立した遠隔地のコミュニティ・ハブはこれらの規制の対象には含まれない。その他の



施設は影響を受けないが，必要に応じ，ステージ 2での規制が検討される。これらの措置

は上記の会場に併設される屋外スペースにも適用される。 

（４）首相等は，これらの強化された措置が，コロナウイルスの拡大を抑制し，命を救う

ための以下の既存の措置に追加されることに留意した。 

 必要不可欠でない 500人以上の屋外の集会，又は，100人以上の屋内の集会を行わ

ないこと 

 必要不可欠でない 100人未満の屋内の集会は，4平方メートルあたり 1人を超える

密度としてはならないこと。全ての豪州人は，地元の事業がこのルールに従うこと

を期待すべきである。 

 可能な限り，他の人と 1.5メートルの距離をとること 

 必要不可欠でない旅行を避けること 

 高齢者を守るための高齢者ケア施設の入場制限 

（５）首相等は，これらの新しい規制が人々の生活を変えることを認識し，影響を受ける

事業のオーナーや従業員に対して深い遺憾の意を表明した。 

（６）州首相・首席大臣は，これらの規制をその立法プロセスを通じて実施し，発表する

ことにより効力を発生させることに合意した。また，州首相・首席大臣は，社会的距離を

とる措置が遵守されなければ，ステージ 2の追加措置を検討する。 

 

３ 学校 

（１）全ての首相等は，明日学校に通うべきことに合意した。首相等は，コロナウイルス

による休校の結果として，1年間教育が受けられなくなるということはないことに合意し

た。 

（２）首相等は，学校を開校しても安全であるとの豪州国家健康保護委員会（AHPPC）の

助言にコミットした。 

（３）州首相・首席大臣は，両親が子供を通学させることを選択した生徒を支援するため

に，今学期末まで開校することに合意した。ビクトリア州の休暇（school break）は 3月

24日から始まる。 

（４）全ての首相等は，AHPPCの助言に従い，休暇後に学校を再開することをコミットし

た。 

（５）保護者は，子供を通学させず自宅に置くことを選択した場合，子供の行動に責任を

負い，社会的距離をとる措置を確実に遵守させなくてはならない。また保護者は，コロナ

ウイルスに感染した成人の大部分が軽症であるのに対して，高齢者や併存疾患のある者が

より重大な症状を示す可能性があることを認識しなければならない。 

（６）学校は，オンライン・遠隔学習へのアクセスを提供することが推奨される。 

（了） 

 

 


